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(57)【要約】
【課題】軽量盛土材でありながら水位の上昇によって浮
力が生じるのを回避することができる裏込め材を用いる
ことで、裏込め材全体の安定性が損なわれるのを確実に
回避できるようにした護岸擁壁構造Ａ１を開示する。
【解決手段】護岸擁壁１の背面の裏込め材を、土砂等に
よる下部埋め戻し層３、地下水が浸入できる空隙を有す
る樹脂材料からなる積層構造体層４、および土砂等によ
る上部埋め戻し層５とで構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　護岸擁壁の背面に裏込め材を備える護岸擁壁構造であって、前記裏込め材は、少なくと
も地下水が浸入できる空隙を有する樹脂材料からなる積層構造体層と土砂等による上部埋
め戻し層とがこの順に積層されて構成されていることを特徴とする護岸擁壁構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の護岸擁壁構造であって、前記裏込め材は、土砂等による下部埋め戻し
層をさらに有し、該下部埋め戻し層の上に前記積層構造体層が積層された構成を備えるこ
とを特徴とする護岸擁壁構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の護岸擁壁構造であって、前記裏込め材は、発泡樹脂ブロック
による軽量盛土層をさらに有し、前記発泡樹脂ブロックによる軽量盛土層は前記積層構造
体層と前記上部埋め戻し層との間に配置された構成を備えることを特徴とする護岸擁壁構
造。
【請求項４】
　請求項３に記載の護岸擁壁構造であって、設計水位レベルより下位に前記積層構造体層
が配置され、その上に前記発泡樹脂ブロックによる軽量盛土層が配置されていることを特
徴とする護岸擁壁構造。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の護岸擁壁構造であって、前記積層構造体層は、
積層させることにより内部に空隙が確保できる樹脂製の貯水空間形成部材の多数個を立体
状に積み上げて形成されてなる構造体からなることを特徴とする護岸擁壁構造。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の護岸擁壁構造であって、護岸擁壁が耐震護岸擁
壁であることを特徴とする護岸擁壁構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、護岸擁壁構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　港湾や河川の護岸として使用される護岸擁壁、および道路や宅地などの造成に使用され
る護岸擁壁では、その構造上、背面からの作用土圧を可能な限りにおいて軽減することが
求められる。そのために、背面の裏込め材の一部に、土砂よりも軽量でありながら所要の
強度を持つ発泡樹脂ブロックを軽量盛土材として用いて施工することが行われている。特
許文献１にはその一例が記載されており、施工性をよくするために、複数の発泡樹脂ブロ
ックを一体化したブロックユニットを形成して、それを軽量盛土として用いるようにして
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２６６２１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載のように、発泡樹脂ブロックを護岸擁壁の裏込め材の一部として用い
ることにより、護岸擁壁の背面に作用する土圧を低減することができる。しかし、発泡樹
脂ブロックは、一般に、比重が１．０以下であり、護岸擁壁の背面側での水位（地下水位
）が高くなると、発泡樹脂ブロックに浮力が発生して、軽量盛土である発泡樹脂ブロック
に浮き上がりが生じ、裏込め材全体の安定性を損なう恐れがある。
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【０００５】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、裏込め材の一部として軽量盛土材
を用いながら、裏込め材全体の安定性が損なわれるのを確実に回避できるようにした護岸
擁壁構造を開示することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による護岸擁壁構造は、護岸擁壁の背面に裏込め材を備える護岸擁壁構造であっ
て、前記裏込め材は、少なくとも地下水が浸入できる空隙を有する樹脂材料からなる積層
構造体層と土砂等による上部埋め戻し層とがこの順に積層されて構成されていることを特
徴とする。
【０００７】
　上記の護岸擁壁構造では、擁壁背面側の地下水の水位が高くなって前記積層構造体層の
レベルに達しても、地下水は積層構造体層が有する内部空隙内に入り込むことができるの
で、軽量盛土層である前記積層構造体層に浮力は発生しないか、発生したとしても無視で
きる大きさとなる。そのために、裏込め材全体は、常時、安定した状態を維持することが
できる。
【０００８】
　本発明による護岸擁壁構造において、裏込め材を構成する前記積層構造体層は掘削した
地盤の上に直接配置されてもよいが、好ましくは、前記裏込め材は、土砂等による下部埋
め戻し層をさらに備え、前記下部埋め戻し層の上に前記積層構造体層を積層するようにさ
れる。それにより、前記積層構造体層の安定性を向上させることができる。
【０００９】
　本発明による護岸擁壁構造の一態様において、前記裏込め材は、発泡樹脂ブロックによ
る軽量盛土層をさらに有し、前記発泡樹脂ブロックによる軽量盛土層は前記積層構造体層
と前記上部埋め戻し層との間に配置された構成を備える。
【００１０】
　この態様では、軽量盛土として発泡樹脂ブロックによる軽量盛土層をさらに備えること
により、擁壁背面に作用する全土圧をさらに軽減することができる。
【００１１】
　その場合、地下水位が前記発泡樹脂ブロックによる軽量盛土層にまで達すると、発泡樹
脂ブロックに浮力が生じてしまうので、好ましくは、設計水位レベルより下位に前記積層
構造体層を配置し、その上に前記発泡樹脂ブロックによる軽量盛土層を配置するように構
成する。
【００１２】
　本発明による護岸擁壁構造において、前記地下水が浸入できる空隙を有する積層構造体
層は、作用する上載荷重および側圧により破損しないだけの強度を持つことを条件に、任
意の材料で作ることができ、かつ任意の形状のものを用いることができる。好ましくは、
軽量であり、施工時で取り扱いが容易なことから、前記積層構造体層は、積層させること
により内部に空隙が確保できる樹脂製構造物の多数個を立体状に積み上げて形成されてな
る構造体で構成される。そのような樹脂製構造物および積層構造体の一例として、特開２
００９－２４４４７号公報に記載されるものが挙げられる。
【００１３】
　本発明による護岸擁壁構造は、背面に作用する荷重（土圧）を軽減でできると同時に、
地下水位の上昇に対して高い安定性を持つ。そのために、本発明による護岸擁壁構造を耐
震護岸の裏込め構造に適用することは特に好適であり、耐震護岸にさらに高い安定性を与
えることができるようになる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、擁壁の背面に作用する土圧を軽減でできると同時に、地下水位の上昇
に対して高い安定性を持つことのできる護岸擁壁構造が得られる。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明による護岸擁壁構造の第１の形態を断面で示す図。
【図２】本発明による護岸擁壁構造の第２の形態を断面で示す図。
【図３】本発明による護岸擁壁構造の第３の形態を断面で示す図。
【図４】本発明による護岸擁壁構造の第４の形態を断面で示す図。
【図５】地下水が浸入できる空隙を有する積層構造体層を形成するのに用いられる樹脂製
構造物の一例を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。
【００１７】
　図１は、本発明による護岸擁壁構造の第１の形態を断面で示している。この護岸擁壁構
造Ａ１では、護岸擁壁１は港湾または河川の護岸材として構築されており、施工に際して
は、例えば水路を止め、また既存の法面を掘削した後に、護岸擁壁１を立設する。次に、
立設した護岸擁壁１の背面と掘削後の法面２との間の領域を裏込め材により埋め戻す。最
初に、砕石あるいは土砂である裏込め材により下部埋め戻し層３を所定高さに形成する。
次に、形成した下部埋め戻し層３の上面側に適宜の均平化処理を行った後、その上に、軽
量盛土層として、本発明による「地下水が浸入できる空隙を有する積層構造体層」４を形
成する。
【００１８】
　図５は、前記積層構造体層４を形成するのに用いる樹脂製の貯水空間形成部材の一例を
示している。図５に示す樹脂製の貯水空間形成部材３１は、例えば特開２００９－２４４
４７号公報に記載されるものであり、次のように構成を持つ。すなわち、下端が開放され
た箱状部の複数個が間隔を空けながらＸ方向に配列した箱列３２が、Ｘ方向に直交するＹ
方向に間隔を空けながら必要列数だけ配列した構成を基本的に備える。図５に示すように
、必要な場合には、異なった大きさの複数個の樹脂製の貯水空間形成部材３１を箱列３２
の方向が同じ方向となるように寄せ集めて樹脂製の貯水空間形成部材３１とすることもで
きる。上記の貯水空間形成部材３１の多数枚を、前記箱列３２の方向が互いに直角に交差
させながら多段に上下方向に積み上げることにより、前記した積層構造体層４、すなわち
内部に地下水が浸入できる多くの空隙を備えた積層構造体層４を形成することができる。
【００１９】
　積層構造体層４の積み上げ高さは、この例のように護岸擁壁１が港湾または河川の護岸
材として構築される場合には、設計水位レベル、あるいはそこをすこし超えた位置までと
するのが好ましい。
【００２０】
　形成した積層構造体層４の上に、砕石あるいは土砂である裏込め材により上部埋め戻し
層５を所定高さに形成することにより、護岸擁壁構造Ａ１の施工は終了する。その後、水
路を開放することにより、図１に示すように、護岸擁壁１の埋め込み材と反対面には海水
あるいは川水６が導入される。
【００２１】
　水位が上下することで、あるいは陸地側での降雨の影響により、埋め込み材側の地下水
位が変動する。地下水位の高さが積層構造体層４のレベルに達すると、地下水は積層構造
体層４に形成されている空隙内に入り込むことができる。そのために、積層構造体層４に
浮力が発生することはなく、裏込め材全体の設置状態が不安定になることはない。
【００２２】
　なお、積層構造体層４の全容積に対する空隙の割合は、樹脂製の貯水空間形成部材３１
の構造を適宜選択することで９０％程度以上とすることができる。それにより、単位容積
に対する重量はきわめて小さいものとなり、護岸擁壁１の背面に作用する荷重（土圧）は
大きく軽減する。
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【００２３】
　好ましくは、積層した貯水空間形成部材３１の全体を、または複数個に部分的に区分け
したものを、不織布やジオテクスタイル、樹脂製ネットのような材料で被覆するようにさ
れる。それにより、空隙内への地下水の進入、および空隙からの脱出は確保されるととも
に、積層構造体層４の積み上げ姿勢を長期にわたり安定的に保持することができる。
【００２４】
　図２は、第２の形態の護岸擁壁構造Ａ２の断面で示している。護岸擁壁構造Ａ２におい
て、護岸擁壁は、二重壁構造とされた耐震護岸擁壁１ａとされており、二重壁構造の内部
には水または中詰土１ｂ等が充填されている。他の構成は第１の形態の護岸擁壁構造Ａ１
と同じであり、対応する部材には同じ符号を付している。
【００２５】
　耐震護岸擁壁１ａの場合、地震が発生したときに生じる大きな水平荷重によって崩壊し
ないことが特に求められるが、護岸擁壁構造Ａ２では、裏込め材の一部に軽量盛土として
、地下水が浸入できる空隙を有する積層構造体層４を形成していることにより、水平荷重
を大きく軽減することができる。すなわち、本発明による護岸擁壁構造を耐震護岸擁壁１
ａに適用することで、地震時での高い安定性を確保することができる。
【００２６】
　図３は、第３の形態の護岸擁壁構造を示す断面図であり、この護岸擁壁構造Ａ３は、前
記した地下水が浸入できる空隙を有する積層構造体層４の上に、発泡樹脂ブロックによる
軽量盛土層７が形成され、その上に、砕石あるいは土砂である裏込め材により上部埋め戻
し層５を所定高さに形成している点で、図２に示した第２の形態の護岸擁壁構造Ａ２と相
違している。他の構成は第２の形態の護岸擁壁構造Ａ２と同じであり、対応する部材には
同じ符号を付している。
【００２７】
　この形態の護岸擁壁構造Ａ３では、発泡樹脂ブロックによる軽量盛土層７を設けた分だ
け、上部埋め戻し層５の容積を小さくすることができるので、護岸擁壁１の背面に作用す
る荷重（土圧）をさらに軽減することができる。
【００２８】
　第３の形態の護岸擁壁構造Ａ３において、前記発泡樹脂ブロックによる軽量盛土層７は
、設計水位レベルよりも上位の位置に配置することが望ましい。それにより、通常の場合
は、発泡樹脂ブロックによる軽量盛土層７が地下水中に埋もれることはなく、発泡樹脂ブ
ロックに浮力が生じて裏込め層全体が不安定になるのをさらに確実に回避することができ
る。
【００２９】
　図４は、第４の形態の護岸擁壁構造を断面で示している。この形態の護岸擁壁構造Ａ４
は、砕石あるいは土砂で作られる下部埋め戻し層３を備えない点で、図１に示した第１の
形態の護岸擁壁構造Ａ１と相違している。他の構成は第１の形態の護岸擁壁構造Ａ１と同
じであり、対応する部材には同じ符号を付している。すなわち、護岸擁壁構造Ａ４では、
図示のように、施工時に掘削した地盤面を適宜の手段で均平化した後、その上に、前記し
た地下水が浸入できる空隙を有する積層構造体層４を直接形成している。施工場所の地盤
の状態によっては、下部埋め戻し層３を形成しなくても安定した状態に裏込め材を構築す
ることが可能であり、第４の形態の護岸擁壁構造Ａ４では、下部埋め戻し層３が存在しな
い分だけ護岸用壁１に作用する背圧をさらに低減することが可能となる。
【００３０】
　なお、図示しないが、図２および図３に示した第２および第３の護岸擁壁構造Ａ２、Ａ
３においても、砕石あるいは土砂で作られる下部埋め戻し層３を省略して、その領域を前
記した地下水が浸入できる空隙を有する積層構造体層４の一部とすることも当然に可能で
ある。
【符号の説明】
【００３１】
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Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４…本発明による護岸擁壁構造、
１…護岸擁壁、
３…砕石あるいは土砂である裏込め材による下部埋め戻し層、
４…軽量盛土層としての地下水が浸入できる空隙を有する積層構造体層、
４ａ…発泡樹脂ブロックによる軽量盛土層、
５…砕石あるいは土砂である裏込め材による上部埋め戻し層、
３１…積層構造体層を形成するのに用いる樹脂製の貯水空間形成部材。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】



(8) JP 2012-46908 A 2012.3.8

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 2D048 AA74 
　　　　 　　  2D118 BA07  CA02  CA07  FA06  FB18  FB20  HA48 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

